
小学生向け環境配慮行動促進Ｗｅｂサービス提供・効果検証業務 

仕様書（案） 

 

第１ 業務の名称 

小学生向け環境配慮行動促進Ｗｅｂサービス提供・効果検証業務 

 

第２ 業務の目的 

県では、「宮城県環境基本計画（第４期）」に基づき、次世代を担う児童が環境に配慮

した行動を日常的に実践できるよう促すことを目的として、小学生を対象とした「こども環

境教育出前講座」を通じて環境に関する知識の習得を図っている。本業務では、出前講座で

得た学びを学校や、家庭で実践につなげるために、ＧＩＧＡスクール構想により整備された

ＩＣＴ端末を活用し、児童が主体的に取り組めるＷｅｂサービスを導入・運用することで、

家庭や地域社会への波及効果も生み出し、県全体の環境意識の向上を図るものである。 

 

第３ 契約の概要 

（１）事業形態 

Ｗｅｂサービスの提供、導入・運用支援、効果測定及び実績報告等を含めた包括的

な業務委託契約とする。 

（２）契約に含まれる事項 

ア Ｗｅｂサービスの使用料、導入費用 

イ 導入支援、運用支援に係る費用 

ウ 効果測定及び実績報告に係る費用 

エ そのほか、履行に係る全ての経費 

 

第４ 契約期間 

契約締結の日から令和８年３月１３日（金）まで 

 

第５ 履行場所 

  県が別途指定する県内の小学校 

 

第６ 実施人数等 

   県内２市町村の小学生４～６年生の児童 １，５００名程度 

   利用期間 令和８年２月２日（月）から令和８年２月２７日（金） 

   なお、対象者は県から提供します。 

 

第７ 業務内容 

   受注者は、第２の目的を達成するため、以下の業務を行うものとする。 

（１）Ｗｅｂサービスの提供及び運用 

第８に定める仕様を全て満たすＷｅｂサービスを提供し、利用期間中、安定的に稼

働させること。 

（２）導入支援 

ア 対象校及び児童のアカウントを発行・管理し、円滑な利用開始を支援すること。 

イ 教員向け及び児童向けの分かりやすい操作マニュアル等の資料を作成・提供するこ

と。また、対象校等から希望のあった場合は、対象校等に赴くなど、教員及び児童に



短時間で分かりやすく本業務の目的や操作方法について説明すること。 

（３）利用促進及び問い合わせ対応 

ア 利用期間中、学校及び県からの操作等に関する問い合わせに随時対応すること。 

イ 児童の参加意欲を持続させる効果的な情報発信や働きかけを提案し、実施すること。 

（４）導入後の効果検証 

   ア 教員及び児童等にアンケートを実施・分析するなど、Ｗｅｂサービスの利用実績に

基づき、温室効果ガス排出削減効果を定量的に算出・検証すること。その手法につい

ては県と協議の上、決定することとする。また、環境配慮に関する意識・行動変容に

ついて定性的に取りまとめること。 

イ 上記の結果を含む、本業務全体の実施内容を網羅した業務完了実績報告書を作成し、

県に提出すること。 

  

第８ Ｗｅｂサービスの共通仕様 

（１）基本仕様 

ア ＧＩＧＡスクール端末でＷｅｂブラウザから利用可能なサービスを使用すること。 

イ 特別なソフトウェアのインストールや、複雑な初期設定を必要としないこと。 

ウ 児童が直感的に操作できる、分かりやすく親しみやすいインターフェースであるこ

と。 

 （２）学習・実践機能 

ア 児童が取り組むべき環境配慮行動（脱炭素行動等）を分かりやすく提示する機能を

有すること。 

イ 児童が実践した行動を手軽に記録できること。 

ウ 行動の成果や環境への貢献が、児童に実感できるようなフィードバックの仕組みで

あること。 

（３）動機付け機能 

事業者の創意工夫による提案を求める。 

（４）教員向け支援機能 

ア 教員の管理負担を増やすことなく、クラス全体の参加状況や個々の児童の様子を容

易に把握できる機能を有すること。  

イ 児童への声かけや指導に繋がるような、教育的配慮がなされた機能であることが望

ましい。 

（５）カスタマイズ・発展性 

ア 県の地域特性（自然環境や産業など）に応じた独自の行動目標を追加設定できるな

ど、カスタマイズが可能であること。  

イ 学校での活動に留まらず、家庭での実践を促すなど、地域社会への波及効果が期

待できる設計であること。 

（６）セキュリティ対策及び障害発生時の対応 

ア 悪意のある第三者など、外部の脅威に対するセキュリティ対策を行い、セキュリテ

ィ事故が発生した場合は、直ちに県へ報告し、受注者の責任において対応すること。 

イ 障害発生時の連絡体制及びマニュアルを整備し、障害発生時には直ちに県へ報告し、 

復旧に向けた調整を行うこと。 

ウ 障害解消後には、発生時からの対応状況をまとめ、報告書を提出すること。 

エ 本業務における利用者からの問合せ先は受注者とすること。 

オ ＳＬＡ（サービスレベル・アグリーメント）に関する事項を設定すること。 



カ 受託者は、本業務を履行する場合における情報セキュリティの確保については、別

記１情報セキュリティ特記事項を遵守すること。 

 

第９ その他留意事項  

 （１）受託者は、受託業務を適切に遂行できるための業務運営体制を確保すること。 

（２）受注者は、各業務の実施前に計画書を作成し、県に協議すること。 

（３）受託者は、委託期間を通じて、県と緊密な連携、調整を図り、業務遂行が円滑に行わ

れるよう配慮すること。また、業務に関する打ち合わせ等を実施した際は、記録簿を作

成し、相互に確認したものを県に提出すること。 

（４）本業務による成果又は成果物の著作権（二次的著作物をつくる権利及び利用する権利

を含む。）は県に帰属し、受託者は県および第三者に対し著作者人格権を行使しないも

のとする。また、県は本業務の成果物を必要な範囲において随時利用できるものとする。 

（５）著作権、肖像権等に関して、権利者の許諾が必要な場合は、受託者において必要な権

利処理を行うこと。 

（６）受託者は、「別記１ 情報セキュリティ特記事項」及び「別記２ 個人情報取扱特記

事項」を遵守すること。 

（７）大規模災害の発生等により業務の遂行が困難になった場合は、代替的な対応又は中止

等について県に協議すること。 

（８）仕様書に定めは無いものの、本業務を遂行する上で必然的に対応が必要となる事象が

発生した場合には、受注者が責任を持って対応すること。その他、仕様書に定めが無い

事象については、その都度県と受託者が協議して対応を決定するものとする。 

（９）受託者は、業務遂行に当たり、ペーパーレス化など環境配慮に努めること。また、国

等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号）第６条

に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」で規定された「判断の基準」に

適合する物品の調達に努めること。 

 

第１０ 成果の確認 

（１）事業成果は、業務完了報告書により確認する。 

（２）提出詳細 

ア 提出期限 令和８年３月１３日（金） 

イ 提出部数 電子データ：１部、冊子：１部 

ウ 提出先  宮城県環境生活部環境政策課環境計画推進班   

〒９８０－８５７０  

仙台市青葉区本町三丁目８番１号県庁１３階北側  

kankyop@pref.miyagi.lg.jp  

 

 

 

 



別記１ 

情報セキュリティ特記事項 

 

（責任体制の整備） 

第１ 受注者は、本業務の情報資産の安全管理について、内部における責任体制を構築し、

その体制を維持しなければならない。 

 （作業責任者等の届出） 

第２ 受注者は、情報資産の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面により県

に報告しなければならない。 

２ 受注者は、情報資産の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を変更する場合の手続を

定めなければならない。 

３ 受注者は、作業責任者又は作業従事者を変更する場合は、事前に書面により県に報告し

なければならない。 

４ 作業責任者は、本特記事項に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなけ

ればならない。 

５ 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、本特記事項に定める事項を遵守しなければな

らない。 

 （作業場所の特定） 

第３ 受注者は、情報資産を取り扱う場所（以下「作業場所」という。）を定め、業務の着

手前に書面により県に報告しなければならない。また、作業場所を変更する場合も同様と

する。 

２ 受注者は、県の事務所内に作業場所を設置する場合は、作業責任者及び作業従事者に対

して、所属名等が分かるように身分証明書等を常時携帯させなければならない。 

 （派遣労働者等の利用時の措置） 

第４ 受注者は、本業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場

合は、正社員以外の労働者に本特記事項に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 

２ 受注者は、県に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を

負うものとする。 

 （教育の実施） 

第５ 受注者は、情報資産の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項にお

ける作業従事者が遵守すべき事項その他本業務の適正な履行に必要な教育及び研修を、作

業従事者全員に対して実施しなければならない。 

２ 受注者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確

立しなければならない。 

 （守秘義務） 

第６ 受注者は、本業務の履行により直接又は間接に知り得た情報を第三者に漏らしてはな

らない。また、契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。 

２ 受注者は、本業務に携わる作業責任者及び作業従事者に対して、秘密保持に関する誓約

書を提出させなければならない。 



 （再委託） 

第７ 受注者は、本業務を第三者へ委託（以下「再委託」という。）してはならない。ただ

し、本業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先の名称、再委託す

る理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安

全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした

上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を県と協議し、その承諾を得なければな

らない。 

２ 前項ただし書により、本業務の一部をやむを得ず再委託する場合、受注者は、再委託先

に本特記事項に基づく一切の義務を遵守させるとともに、県に対して、再委託先の全ての

行為及びその結果について責任を負うものとする。 

３ 受注者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法

について具体的に規定しなければならない。 

４ 受注者は、再委託先に対して本業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督する

とともに、県の求めに応じて、管理・監督の状況を県に対して適宜報告しなければならな

い。 

 （情報資産の管理） 

第８ 受注者は、本業務において利用する情報資産を保持している間は、次の各号の定める

ところにより、情報資産の管理を行わなければならない。 

(１) 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に情報資産を

保管すること。 

(２) 県が指定した場所へ持ち出す場合を除き、情報資産を定められた場所から持ち出さな

いこと。 

(３) 情報資産を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以

上の保護措置を施すこと。 

(４) 事前に県の承認を受けて、業務を行う場所で、かつ業務に必要最小限の範囲で行う場

合を除き、情報資産を複製又は複写しないこと。 

(５) 情報資産を移送する場合は、移送時の体制を明確にすること。 

(６) 情報資産を電子データで保管する場合は、当該データが記録された媒体及びそのバッ

クアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。 

(７) 情報資産を管理するための台帳を整備し、情報資産の利用者、保管場所その他の取扱

状況を当該台帳に記録すること。 

(８) 情報資産の紛失、漏えい、改ざん、破損その他の情報セキュリティインシデント（以

下「インシデント」という。）を防ぎ、機密性、完全性及び可用性の維持に責 任を負う

こと。 

(９) 作業場所に、私物のパソコン及び外部記録媒体、その他の私物を持ち込んで、情報資

産を取り扱う作業を行わせないこと。 

(10) 情報資産を利用する作業を行うパソコンに、情報の漏えいにつながると考えられる業

務に関係のないアプリをインストールしないこと。 

 （目的外利用及び第三者への提供の禁止） 



第９ 受注者は、本業務において利用する情報資産について、本業務以外の目的で利用して

はならない。また、県に無断で第三者へ提供してはならない。 

 （情報資産の受渡し） 

第 10 受注者は、県との情報資産の受渡しに関しては、県が指定した手段、日時及び場所で

行った上で、県に情報資産の預り証を提出しなければならない。 

 （情報資産の返却、消去及び廃棄） 

第 11 受注者は、本業務の終了時に、本業務において利用する情報資産について、県の指定

した方法により、返却又は廃棄を実施しなければならない。 

２ 受注者は、本業務において利用する情報資産を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又

は廃棄すべき情報資産の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面

により県に申請し、その承認を得なければならない。 

３ 受注者は、情報資産の消去又は廃棄に際し、県から立会いを求められた場合は、これに

応じなければならない。 

４ 受注者は、本業務において利用する情報資産を廃棄する場合は、当該情報が記録された

電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じ

なければならない。 

５ 受注者は、情報資産の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名

及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により県に報告しなければならない。 

 （定期報告及び緊急時報告） 

第 12 受注者は、県から、情報資産の取扱状況について報告を求められた場合は、直ちに報

告しなければならない。 

２ 受注者は、情報資産の取扱状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければ

ならない。 

 （監査及び検査） 

第 13 県は、本業務に係る情報資産の取扱いについて、本特記事項の規定に基づき、必要な

措置が講じられているかどうかを検証及び確認するため、受注者及び再委託先に対して、

監査又は検査を行うことができる。 

２ 県は、前項の目的を達するため、受注者に対して必要な情報を求め、又は本業務の処理

に関して必要な指示をすることができる。 

 （インシデント時の対応） 

第 14 受注者は、本業務に関し、インシデントが発生した場合は、そのインシデントの発生

に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに県に対して、当該インシデントに関する情報の内

容、件数、インシデントの発生場所、発生状況を書面により報告し、県の指示に従わなけ

ればならない。 

２ 受注者は、インシデントが発生した場合に備え、県その他の関係者との連絡、証拠保全、

被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計

画を定めなければならない。 

３ 県は、本業務に関しインシデントが発生した場合は、必要に応じて当該インシデントに

関する情報を公表することができる。 



別記２ 

個人情報取扱特記事項 

（基本的事項） 

第１ 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約に係る業務（以下「業務」とい

う。）の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを

適正に行わなければならない。 

（善管注意義務） 

第２ 受注者は、個人情報が記録された記録媒体を善良な管理者の注意をもって使用し、及び

保管し、当該個人情報の消滅、改ざん等の事故が発生しないよう必要な措置を講じなければ

ならない。 

（秘密の保持） 

第３ 受注者は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に知らせてはならない。業務が

終了し、又はこの契約を解除された後においても、同様とする。 

（個人情報管理責任者等） 

第４ 受注者は、業務における個人情報の取扱いに係る管理責任者（以下「個人情報管理責任

者」という。）及び業務に従事する者（以下「業務従事者」という。）を定め、書面により

県に報告しなければならない。 

２ 受注者は、前項の個人情報管理責任者及び業務従事者を変更する場合は、事前に書面によ

り報告しなければならない。 

３ 個人情報管理責任者は、個人情報取扱特記事項（以下「特記事項」という。）に定める事

項を適切に実施するよう業務従事者を監督しなければならない。 

４ 業務従事者は、個人情報管理責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなけれ

ばならない。 

（作業場所の特定） 

第５ 受注者は、個人情報を取り扱う場所（以下「作業場所」という。）を定め、あらかじめ

県に報告しなければならない。 

２ 受注者は、作業場所を変更する場合は、事前に県に報告しなければならない。 

（個人情報の持ち出しの禁止） 

第６ 受注者は、県の指示又は事前の承諾がある場合を除き、個人情報を作業場所から持ち出

してはならない。 

（収集の制限） 

第７ 受注者は、業務を行うために個人情報を収集するときは、業務を達成するために必要な

範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

（個人情報の目的外利用及び提供の禁止） 

第８ 受注者は、県の指示がある場合を除き、業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以

外のために利用し、又は県の書面による承諾なしに第三者に貸与又は提供してはならない。 

（漏えい、毀損及び滅失の防止等） 

第９ 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、毀損及び滅失の防止その他の個人

情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 



（教育の実施） 

第 10 受注者は、業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該契約に

よる事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しては

ならないこと、及び特記事項における業務従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行

に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。 

（資料の返還等） 

第 11 受注者は、業務を処理するために、県から引き渡された、又は受注者自らが収集し、

若しくは作成した個人情報が記録された資料は、業務完了後直ちにかつ、確実に廃棄するも

のとする。ただし、県が別に指示したときは当該方法によるものとする。 

（複写又は複製の禁止） 

第 12 受注者は、業務を処理するために県から引き渡された個人情報が記録された資料等を

県の書面による承諾なしに複写又は複製してはならない。 

（個人情報の運搬） 

第 13 受注者は、業務を処理するため、又は業務完了後において個人情報が記録された資料

等を運搬する必要があるときは、個人情報の漏えい、紛失又は滅失等を防止するため、受注

者の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。 

（再委託の承諾） 

第 14 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の処理を自ら行うものとし、県が書面によ

り承諾した場合を除き、第三者にその取扱いを委託してはならない。なお、再委託した業務

を更に委託する場合以降も同様とする。 

２ 受注者は、前項の規定による承諾を受ける場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再

委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼

性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着

手前に、書面により再委託する旨を県に協議し、その承諾を得なければならない。 

３ 前項の場合、受注者は再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、県に

対して、再委託先の全ての行為及び結果について責任を負うものとする。 

４ 受注者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法に

ついて具体的に規定しなければならない。 

５ 受注者は、再委託先に対して業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとと

もに、県の求めに応じて、管理・監督の状況を県に対して適宜報告しなければならない。 

（実地調査） 

第 15 県は、受注者が業務に関して取り扱う個人情報の利用、管理状況等について、随時実

地に調査することができる。 

（指示及び報告等） 

第 16 県は、受注者が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、受注者

に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができ

る。 

（事故発生時の対応） 

第 17 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生



に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに県に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件

数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、県の指示に従うものとする。 

２ 県は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に

関する情報を公表することができる。 


